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１【提出理由】
（１）特定子会社の異動に関する事項　

　当社特定子会社の太陽製罐株式会社に以下の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容

等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき提出するものであります。

（２）株式移転に関する事項　

　当社は平成24年４月13日開催の取締役会において、特定子会社太陽製罐株式会社とＪＦＥ製缶株式会社が株式移転に

より共同して完全親会社ＪＮＭホールディングス株式会社を設立しその完全子会社とすることを決議致しましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の３の規定に基づき提

出するものであります。

　　

２【報告内容】
１．特定子会社の異動に関する事項

　

(1）特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 太陽製罐株式会社

住所 大阪府大阪市大正区三軒家東三丁目10番33号

代表者の氏名
代表取締役　伊　藤　　正　美

代表取締役　三　宅　　一　樹　

資本金 113百万円

事業の内容 １８リットル缶の製造販売

　

(2）当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等

の議決権に対する割合

 （異動前） （異動後）

当社所有議決権の数 1,366個 －個

総株主等の議決権に対する割合 60.4％ －％

　

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由

「２.連結子会社の株式移転に関する事項」記載のとおり共同株式移転により設立される親会社の完全子会社とな

るため。 

②異動の年月日      平成24年４月23日株式移転（予定）
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２．連結子会社の株式移転に関する事項

(1）当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名

商号   太陽製罐株式会社　

本店の所在地 大阪府大阪市大正区三軒家東三丁目10番33号

代表者の氏名
代表取締役　伊　藤　　正　美

代表取締役　三　宅　　一　樹　

　

(2）当該株式移転において、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての事項

①  商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 ＪＦＥ製缶株式会社　

本店の所在地 兵庫県伊丹市北河原3-1-43　

代表者の氏名 取締役社長　福　田　　　真

資本金の額 80百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません

事業の内容

１.容器の製造、加工ならびに販売　
２.容器製造に関する鋼板及び口金、締輪、塗料の仕入販売に関する業務
３.容器の塗装、組立て、フォークリフトによる運搬の用役サービス業務　
４.前各項に付帯または関連する業務

ＪＦＥ製缶株式会社は、平成24年４月２日に会社分割により設立されており最初の決算期を迎えていないため、

純資産の額、総資産の額は確定しておりません。　

②  最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

ＪＦＥ製缶株式会社は、平成24年４月２日に会社分割により設立されており最初の決算期を迎えていないため、確

定した事業年度はありません。　

③  大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 ＪＦＥコンテイナー株式会社　

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 　95.1％

④  当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

該当事項はありません。

　

(3）当該株式移転の目的

　わが国の18Ｌ缶業界は、顧客の生産拠点の海外移転や代替容器（樹脂、紙ほか）への変更等により継続的に需要が減

少している中にあって、現在も30社を超える同業者が熾烈な受注競争を続けており、極めて困難な経営環境が続いて

います。これに加え、近年は原料・資材等の大幅な価格アップも経営の圧迫要因となっており、このままでは顧客の

ニーズの高度化に対応することのみならず、再生産投資もままならない収益状況に立ち至ることも懸念されます。

　このような経営環境認識のもと、ＪＦＥ製缶株式会社と太陽製罐株式会社は、両社が永年培ってきた経営資源を集中

・再編することを通じ経営基盤を磐石とし競争力の向上を図ること、それにより顧客サービスの一層の向上に努める

ことが必要であるとの認識で一致したものです。

　

(4）当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容

①  株式移転の方法

　平成24年４月に太陽製罐株式会社及びＪＦＥ製缶株式会社は共同して株式移転により、持株会社ＪＮＭホール

ディングス株式会社を設立します。

②  株式移転に係る割当ての内容

ⅰ株式移転に係る割当の内容（株式移転比率）

　会社名　 太陽製罐株式会社 ＪＦＥ製缶株式会社　

　株式移転比率 　1.00 1.00

注１）共同持株会社ＪＮＭホールディングス株式会社が発行する新株式数（予定）

　　　普通株式1,887,028株

注２）上記株式を太陽製罐株式会社及びＪＦＥ製缶株式会社の株主に対し、以下のとおり割り当てます。

　　・太陽製罐株式会社株式１株に対して普通株式１株の割合

　　・ＪＦＥ製缶株式会社株式１株に対して普通株式１株の割合
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ⅱ株式移転の日程

株式移転計画及び覚書締結承認取締役会（両社） 　平成２４年４月２日 　

株式移転計画作成及び覚書締結（両社） 　平成２４年４月２日 　

株式移転計画承認臨時株主総会（両社） 　平成２４年４月17日 （予定）

共同持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日） 　平成２４年４月23日 （予定）

③  その他の株式移転計画の内容

当社が平成24年4月13日取締役会で承認した株式移転計画書の内容は後記のとおりであります。

　

(5）株式移転に係る割当ての内容の算定根拠

①算定の基礎および算定の経緯

　太陽製罐株式会社の株主である当社及び伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社、ＪＦＥ製缶株式会社の株主であるＪＦＥコン

テイナー株式会社（以下株主３社という）は本株式移転に用いられる株式移転比率の公正性・妥当性を確保する

ため、税理士法人タックス・アイズを第三者算定機関として選定いたしました。

　算定機関は、太陽製罐株式会社、ＪＦＥ製缶株式会社ともに厳しい事業環境下にあって業績・キャッシュフローが

不安定で困難であること、および、株式移転当事会社が両社とも非公開会社であり、企業業績と配当金額との間に関

連性が見い出されないという理由により、ＤＣＦ方式ならびに配当還元方式による評価方法は採用せず、より客観

的企業評価を実施するという観点から時価純資産価額方式及び類似業種比準価額方式を併用して企業価値評価を

行うことが妥当であるとの意見を表明し、株主３社はこれに同意しました。

　株主３社は以上の経緯及び根拠により算定された株式移転比率について慎重な協議を行い、表記の株式移転比率

を合意しました。

②算定機関との関係　

　第三者算定機関である税理士法人タックス・アイズは、当社、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社又はＪＦＥコンテイナー株

式会社の関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

　

(6）当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容

商号   ＪＮＭホールディングス株式会社　

本店の所在地 大阪府大阪市中央区北浜三丁目５番29号

代表者の氏名
代表取締役　馬　場　敬太郎
代表取締役　田　辺　誠　一　

資本金の額 200百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容

１．次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会
社の事業活動を支配・管理すること。
① 容器の製造、加工ならびに販売
② 容器製造に関する鋼板および口金、締輪、塗料の仕入れ販売に関する業務
③ 容器の塗装、組立て、フォークリフトによる運搬の用役サービス業務
④ ブリキ、表面処理鋼板製品の製造及び販売
２.前号に付帯関連する一切の業務

　

本株式移転は、今後の株主総会の承認等、本株式移転に関する諸条件が充足されること、並びにその他本株式移転に支障

をきたす重要な事由が発生しないことを前提とします。　
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株式移転計画書

　

株式移転によりＪＮＭホールディングス株式会社（大阪府大阪市中央区北浜三丁目５番２９号、以下、「丙」という。）

を設立するため、ＪＦＥ製缶株式会社（兵庫県伊丹市北河原三丁目１番４３号、 以下、「甲」という。）と太陽製罐株式会

社（大阪市大正区三軒家東三丁目１０番３３号、以下、「乙」という。）とは、次のとおり株式移転計画（以下、「本件株式

移転計画」という。）を定める。

　

第１条（株式移転の方法）

　　甲及び乙は、共同して株式移転により、丙を設立する。　

第２条（丙の定款記載事項）

１　丙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。

目　　　　　　的　別紙、「ＪＮＭホールディングス株式会社定款」第2条記載のとおり

商　　　　　　号　ＪＮＭホールディングス株式会社

本店所在地　大阪府大阪市（本店所在場所は、大阪府大阪市中央区北浜三丁目５番２９号とする。）

発行可能株式総数　3,000,000株

２　前項に掲げるもののほか、丙の定款で定める事項は、別紙「ＪＮＭホールディングス株式会社定款」に記載のとおりと

する。

第３条（丙の設立時取締役の氏名）

　　丙の機関構成は取締役会設置会社及び監査役設置会社とし、設立時取締役及び設立時監査役は次のとおりとする。

（設立時取締役）馬場敬太郎、田辺誠一、塔下辰彦、福田真、三宅一樹

（設立時監査役）松田豊彦　

第４条（株式移転に際して交付する株式及びその割当て）

丙は、株式移転に際して、普通株式1,887,028株を発行し、丙の成立の日（第6条に定義する。以下同じ。）の前日の最終

の甲及び乙の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり割り当てる。

１．甲株式１株に対して丙の普通株式1株の割合

２．乙株式１株に対して丙の普通株式1株の割合

第５条（株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項）

　　丙の資本金及び準備金の額に関する事項は、会社計算規則により定めるものとし、次のとおりとする。

(１)　資本金の額　金2億円

(２)　資本準備金その他　会社計算規則に従い定める。　

第６条（丙の成立の日）

　丙の株式移転期日（登記予定日。以下、「丙の成立の日」という。）は、平成24年4月23日とする。ただし、本件株式移転の

手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲乙協議のうえ変更することができる。

第７条（株式移転条件の変更及び株式移転計画の中止）

　本件株式移転計画の作成後、丙の成立の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産状態

若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合、又は本件株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じた場合その他本

件株式移転の目的の達成が著しく困難となった場合には、甲及び乙の協議により、本件株式移転条件を変更し又は本件株

式移転計画を中止することができる。

第８条（株式移転計画の承認）

　甲及び乙は、丙の成立の日の前日までに臨時株主総会を開催し、本件株式移転計画の承認及び本件株式移転に必要な事

項に関する承認を求めるものとする。　

第９条（株式移転計画の効力）

　本件株式移転計画は、次の各号のいずれかの場合には、その効力を失う。

(１)　丙の成立の日の前日までに、甲及び乙の株主総会において、本件株式移転計画の承認が得られなかった場合

(２)　丙の成立の日までに、国内外の法令に定める関係官庁の承認等が得られなかった場合、又はかかる承認等に株式

移転の実行に重大な支障をきたす条件若しくは制約等が付された場合

第１０条（規定外事項）

　本件株式移転計画書に定めるもののほか、本件株式移転に関し必要な事項は、本件株式移転の趣旨に従って、甲及び乙の

協議により決定する。

以上

平成24年4月2日

　

（甲）兵庫県伊丹市北河原三丁目１番４３号

　　　ＪＦＥ製缶株式会社

　　　代表取締役　福田　真　　　印

　

（乙）大阪市大正区三軒家東三丁目１０番３３号

　　　太陽製罐株式会社

　　　代表取締役　三宅　一樹　　　印
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(別紙、ＪＮＭホールディングス株式会社定款)　

定　　款

　

第１章　　総　　則

　

（商　号）

第１条　当会社は、ＪＮＭホールディングス株式会社と称する。

　

（目　的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．　次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理す

ること。

①容器の製造、加工ならびに販売

②容器製造に関する鋼板および口金、締輪、塗料の仕入れ販売に関する業務

③容器の塗装、組立て、フォークリフトによる運搬の用役サービス業務

④ブリキ、表面処理鋼板製品の製造及び販売

２．　前号に付帯関連する一切の業務　

　

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。

　

（機関の設置）

第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置くものとする。

１．　取締役会

２．　監査役

　

（公告の方法）

第５条　当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

　

第２章　　株　　式

　

（発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、３,０００,０００株とする。

　

（株券の不発行）　

第７条　当会社の株式については、株券を発行しない。

　

（株式の譲渡制限）

第８条　当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

　

（相続人等に対する株式の売渡し請求）

第９条　当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請

求することができる。

　

（株主名簿記載事項の記載又は記録の請求）

第10条　株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請

求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及

び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、法令に別段の定めある場合には、

株式取得者が単独で請求することができる。

　

（質権の登録及び信託財産の表示）

第11条　当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者

が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

　

（手数料）

第12条　前２条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

　

（基準日）

第13条　当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に

関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。

２．　前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要がある場合には、２週間前

に公告して一定の日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき

株主又は登録株式質権者とすることができる。
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（株主の住所等の届出等）

第14条　当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当社所定の書式により、その氏名、住所及び

印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じた場合も、同様とする。

２．　当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。

３．　届出をしない者に対しては、そのために生じた損害について、当会社はその責任を負わない。

　

（募集株式の発行）

第15条　募集株式の発行に必要な事項の決定は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議によってする。

２．　前項の規定にかかわらず、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議によって、募集株式の数の上限及び払込金

額の下限を定めて募集事項の決定を取締役会に委任することができる。

３．　株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項は、取締

役会の決定により定める。

　

第３章　　株　主　総　会

　

（招集及び招集権者）

第16条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合

に随時これを招集する。

２．　株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議に基づき、社長がこれを招集する。社長に事故が

あるときは、予め取締役会の定める順位により、他の取締役がこれを招集する。

３．　株主総会を招集するには、会日より１週間前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとす

る。ただし、総株主の同意があるときはこの限りでない。

　

（議　長）

第17条　株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役

がこれに代わる。

　

（決議の方法）

第18条　株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過

半数をもって行う。

２．　会社法第309条第2項の株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

　

（議決権の代理行使）

第19条　株主又はその法定代理人は、他の株主を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、株主総会ごと

に代理権を証明する書面を提出しなければならない。

２．　前項の代理人として２人以上を選任することはできない。

　

（議事録）

第20条　株主総会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に

記載又は記録し、１０年間当会社の本店に備え置くものとする。

　

第４章　　取　締　役

　

（取締役の員数）

第21条　当会社の取締役は５名以内とする。

　

（取締役の選任）

第22条　当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

２．　前項の選任決議については累積投票の方法によらない。

　

（取締役の任期）

第23条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとす

る。

２．　補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任取締役又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

　

（代表取締役及び役付取締役）

第24条　当会社は取締役会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定する。

２．　代表取締役は社長及び会長とする。

３．　取締役会は、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

４．　取締役会は、社長及び会長のほかに、前項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。

５．　社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序で、他の取締役が、社長の業務を行う。
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第５章　　取　締　役　会

　

（取締役会の招集権者及び議長）

第25条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、議長となる。

２．　社長に欠員又は事故があるときは、取締役会において予め定めた順序で、他の取締役がこれに代わる。

　

（取締役会の招集通知）

第26条　取締役会の招集通知は、会日の５日前までに各取締役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

２．　取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。

　

（取締役会の決議方法）

第27条　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって

決する。

２．　当会社は、取締役が取締役会の決議事項につき提案した場合において、当該提案につき決議に加わることができる

取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったも

のとみなす。

　

（取締役会議事録）

第28条　取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出

席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。

２．　議事録は、取締役会の日から１０年間当会社の本店に備え置くものとする。

　

（取締役の報酬等）

第29条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当会社から受け取る財産上の利益（以下「報酬等」という）

は、株主総会の決議により定める。

　

第６章　　監　　査　　役

　

（監査役の員数）

第30条　当会社の監査役は3名以内とする。

　

（監査役の選任）

第31条　当会社の監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

　

（監査役の任期）

第32条　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとす

る。

２．　補欠により選任された監査役の任期は、その退任した監査役の任期満了時までとする。

　

（監査役の報酬等）

第33条　監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

　

第７章　　計　　算

　

（事業年度）

第34条　当会社の事業年度は年１期とし、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

　

（剰余金の配当）

第35条　剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して

行う。

２．　前項のほか、剰余金の配当は、別途定める基準日における最終の株主又は登録株式質権者にこれを行うことができ

る。

　

（剰余金の配当の除斥期間）

第36条　剰余金の配当はその交付開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務

を免れるものとする。

２．　前項の未払い配当には利息を付けない。
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第８章　　附　　則

　

（株式移転による設立に際して発行する株式）

第37条　当会社が株式移転による設立に際して発行する普通株式は1,887,028株を発行する。

　

（本店所在場所）

第38条　当会社の本店所在場所は、次のとおりである。

本店所在場所：大阪府大阪市中央区北浜三丁目５番２９号

　

（設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役）

第39条 当会社の設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役は、次のとおりである。

設立時取締役　　　馬　場　敬太郎

設立時取締役　　　田　辺　誠　一

設立時取締役　　　塔　下　辰　彦

設立時取締役　　　福　田　　真

設立時取締役　　　三　宅　一　樹

設立時監査役　　　松　田　豊　彦

　

東京都杉並区南荻窪２丁目１１番１３号

設立時代表取締役　馬　場　敬太郎

千葉県浦安市日の出２丁目６番１１号

設立時代表取締役　田　辺　誠　一

　

（最初の事業年度）

第40条　当会社の最初の事業年度は、定款第34条の定めに関わらず、当会社の成立の日から平成25年3月31日までとする。

　

（附則の削除）

第41条　本附則は、最初の定時株主総会終結の時をもって削除されるものとする。
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